
令和７年度

人事評価の手法及び評価基準（教員）

大阪市教育委員会事務局



１ 人事評価の手法
人事評価については、評価基準に照らし絶対評価を行い、その絶対評価による評価点をもとに、相

対評価区分を決定します。

（１）絶対評価

人事評価にあたっては、第１次評価者、第２次評価者が絶対評価による評価を行い、調整者による
評価点の調整を行った上で、評価点を確定させます。

（２）相対評価

絶対評価による評価点をもとに、一部相対化を行います。絶対評価点が「3.0」未満の者は『第4区
分』へ位置づけ、「2.5」未満の者は『第5区分』へ位置づけます。第4区分、第5区分以外の者につい
て絶対評価点をもとに、高点数者から評価区分を決定します。

区分 第１区分 第２区分 第３～５区分

割合 5% 20% 75%
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２ 被評価者と評価者の関係
・被評価者の職種に応じ、評価者を設定

・第１次評価者/第２次評価者

被評価者の業務取組状況や、自己評価の内容等

を総合的に勘案し、被評価者の今期の仕事振りを

絶対評価で評価します。

・調整者

調整者は、第２次評価者が評価基準に基づいて

正しく評価しているか等を確認し、第２次評価結

果を調整します。

・相対区分決定者

評価区分決定者は、絶対評価結果をもとに分布

率にしたがって上位相対化区分を決定します。
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校種 被評価者
第１次

評価者
面談者

第２次

評価者

評価

補助者
調整者

評価区分

決定者

学

校

園

小学校

中学校

義務教育

学校

校長等 ― ※ 教育長 ※ ―

教

育

長

副校長

・教頭
校長 校長 教務部長 ※ 教育長

首席等
副校長

教頭
校長 校長 ― 教育長

教諭等

デザイン

教育研究

所

所長 ― ※ 教育長 ※ ―

教諭等 ― 所長 所長 ― 教育長

幼稚園

園長

―

※ 教育長 ※ ―

主任(幼)

園長 園長 ― 教育長

教諭等

※教育長が別に定めます



３ 絶対評価の手法と評価基準
（１）評価項目と着眼点

・職種に応じて評価項目と着眼点を設定
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（２）評価項目と役職毎の割合
・職種毎に評価項目とその割合を設定
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（３）評価指標
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４ 一部相対化の実施単位
・絶対評価 による評価点をもとに、各実施単位毎において一部相対化を実施します。
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